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• １計画の基本的事項

● 計画見直しの背景

• 気候変動、SDGｓ、パリ協定の発効

• 国カーボンニュートラル宣言 2030年まで４６％削減

• 県地球温暖化対策推進計画の改定

• 市カーボンニュートラル宣言

2030年度までに二酸化炭素排出量４６％削減

● 計画の役割

市、事業者、市民が各主体の協働のもと、環境保全等に
取り組む。

● 環境の範囲

生活環境、自然環境、地域環境、地球環境

● 計画の期間

見直し期間 令和4年度から令和８年度まで

●市から見た基本的課題

新たに課題を追加し、ごみ減量化、カーボンニュートラルの実
現に向けた取組を推進していく。

１ ごみの減量化

２ 豊かな自然と生物の多様性

３ 水資源の保全

４ 有害鳥獣からの被害防止

５ 放射性物質に対する安全・安心を確保するための

対策の推進

６ 空き家・空き地対策の推進

７ カーボンニュートラルの実現に向けた取組の推進

８ 地球環境を意識した環境保全活動の促進

● 将来の望ましい環境像

人と自然が共栄できる地球にやさしいまち喜多方

計画の基本的事項 市の基本的課題と取組の方向性

人と自然が共生できる地球にやさしいまち喜多方



●取組の内容

本計画で、新たに推進すべき取組は下記のとおり。

第１節 安全な生活環境の確保
・食ロスやプラスチックごみなど廃棄物対策

第２節 自然環境の保全
・グリーン・ツーリズムにおいては新型コロナウイルス感染
防止への対応

第３節 地域環境の保全と創造
・重要伝統的建造物群保存地区に係る保存活用・整備

第４節 地球環境の保全
・カーボンニュートラル宣言のための地球温暖化対策実行計画
策定など地球温暖化対策の推進

・海洋プラスチックごみ対策

第5節 環境教育・学習の推進
・ＳＤＧｓの理念を取り入れた環境教育
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●市の取組の体系

本計画では、SDGｓの理念を取り入れ、

市、事業者、市民が連携して、各分野の解決に取り組む

新たに推進すべき取組の内容取組とＳＤＧｓの推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 安全な生活環境の確保 

～大気や水等を良好に保持し衛生的な環

境を維持する～ 

 

⑴ 公害等の防止と対応 
⑵ 生活衛生の向上 
⑶ 不法投棄の防止 
⑷ 廃棄物への対策 
⑸ 放射性物質への対策 

 

⑴ 地球温暖化対策 
⑵ 資源の循環的利用 
⑶ その他の地球環境問題対策 

⑴ 森林・動植物等の保全 
⑵ 水資源の保全 
⑶ 農地の保全 
⑷ 自然環境の活用 
⑸ 野生動物との共生 

⑴ 文化財の保護・活用 
⑵ 居住機能の整備 
⑶ 空き家・空き地の対策 
⑷ 良好な景観の形成 

⑴ 環境教育・学習の充実 
⑵ 人材育成と連携 
⑶ 普及啓発 

２ 自然環境の保全 

～人と自然が共生する豊かな環境を守る～ 

３ 地域環境の保全と創造 

～歴史や文化と調和した快適な環境を創

造する～ 

４ 地球環境の保全 

～地球全体の環境を考慮した身近な取組

を実践する～ 

 

５ 環境教育・学習の推進 

～自ら学び考え行動する～ 
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環境像 取組の柱 施策項目 

 

 

未来のために取り組む 
カーボンニュートラル 

 


